[bookmark: _GoBack]様式第１号（第７条関係）

富山市まちなか・公共交通沿線
中古住宅取得等事業計画認定申請書

　　年　　月　　日

（宛先）富山市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

　富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等事業計画について、別紙のとおり認定を申請します。




別紙１　
提出書類一覧及び確認事項

[bookmark: _Hlk201071171]１　事業計画の認定の申請に必要な添付書類（以下の内容を確認の上、提出してください）　
	提出書類
	内容
	確認欄
(✓を記入）

	別紙１
	提出書類一覧及び確認事項
	申請者確認欄
	

	別紙２
	富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等事業計画
	事業計画の概要
	

	添付
図面等
	見積書
	当該補助対象工事の内容がわかるもの
	

	
	付近見取り図
	方位、道路及び目標となる建物等
	

	
	建設年月日のわかる
書類
	建築基準法に基づく検査済証の写し又は新築・増築時の確認済証の写し、台帳記載事項証明書（原本）、登記事項証明書（原本）、その他これに類する書類
	

	
	求積図表
（戸建ての場合のみ）
	敷地面積、床面積の求積（敷地内の建物全て）
・リフォームの場合は計画前、計画後のもの
・建替えの場合は建替え後の住宅のもの
	

	
	各階平面図
	方位、縮尺、寸法、間取り
・リフォームの場合は計画前と計画後のもので、工事箇所及び工事内容がわかるもの
・建替えの場合は建替え後の住宅のもの
	

	
	立面図等
	最高の高さ又は階数
・リフォームの場合は計画前と計画後のもの
・建替えの場合は建替え後の住宅のもの
	

	
	構造耐力上安全であることを示す書類
（昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合のみ）
	＜木造の場合＞
・富山市木造住宅耐震改修支援事業を受ける場合にあっては、「富山市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付決定通知書」の写し（全体耐震改修工事を行うことがわかるものに限る）
・その他の場合にあっては、構造耐震指標（Iw）が１．０以上であり、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」診断表又は「精密診断法」診断表その他市長がこれに準ずると認めるもの

＜非木造の場合＞
・構造耐震指標（Is）が０．６以上かつ保有水平耐力に係る指標
（ｑ）が１．０以上であることがわかるもの
	

	住宅の登記簿謄本（原本）
	中古住宅の取得に伴う所有権保存登記がなされている場合のみ
提出
	

	売買契約書の写し
	中古住宅を購入したことがわかるもの（売買契約が済んでいる場合のみ）
	

	その他市長が必要と認めるもの
	適宜
	




２　確認事項（以下の内容を確認の上、提出してください）
	内容
	確認欄
（✓を記入）

	１　過去に本補助金の交付を受けていないこと。
２　次に掲げる基準を遵守し、本申請を行うこと。
（１）住宅指針１－１　一戸建て住宅　　※一戸建て住宅のみ
（２）住宅指針１－３　共同住宅（取得する場合）　※共同住宅のみ
３　次のいずれかに該当する者は、本申請を行うことができないこと。
（１）建築基準法、都市計画法、市のまちづくりに関する条例等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者で、その指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者
（２）暴力団員
（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
（４）前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者
４　次のいずれかに該当するときは、市長が事業計画の認定を取り消すことがあること。
（１）偽り、その他不正な手段により、事業計画の認定を受けたとき。
（２）認定を受けた事業計画と異なる事業を行ったとき。
（３）事業計画の認定を受けた日以後において、上記３（１）～（４）に掲げる者になったとき。
（４）事業計画の認定の通知があった日から１年以内に補助金の交付の申請を行わなかったとき。
	




参考：住宅・居住環境指針
１－１ 一戸建て住宅
	内 容
	項 目
	指 針
	区分

	（１）規模
	ア 敷地面積（公共
交通沿線のみ）
	（ア）敷地面積は150㎡以上であること。
	遵守

	
	イ 住戸専用面積
	（ア）住戸専用面積は75㎡以上とすること。
	遵守

	（２）安全性
	ア 耐震基準との適合
	（ア）昭和56年6月1日以降に着工した建物であること。
（イ）昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅である場合は、構造耐震指標（Iw）が1.0以上であること。
（ウ）昭和56年5月31日以前に着工した非木造の住宅については、構造耐震指標（Is）が0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標（q）が1.0以上であること。
	遵守

	
	イ 災害リスクへの対応（公共交通沿線のみ）
	（ア）敷地が富山市立地適正化計画の「居住誘導区域に含めない区域」とされた災害リスクの高い区域を含んでいないこと。やむを得ず当該区域を含んでいる敷地の住宅を購入する場合は、建築基準法上の安全が確保されていること。
	遵守



１－３ 共同住宅（取得する場合）
	内 容
	項 目
	指 針
	区分

	（１）安全性
	ア 耐震基準との適合
	（ア）昭和56年6月1日以降に着工した建物であること。
（イ）昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅である場合は、構造耐震指標（Iw）が1.0以上であること。
（ウ）昭和56年5月31日以前に着工した非木造の住宅については、構造耐震指標（Is）が0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標（q）が1.0以上であること。
	遵守

	
	イ 災害リスクへの対応（公共交通沿線のみ）
	（ア）敷地が富山市立地適正化計画の「居住誘導区域に含めない区域」とされた災害リスクの高い区域を含んでいないこと。やむを得ず当該区域を含んでいる敷地の住宅を購入する場合は、建築基準法上の安全が確保されていること。
	遵守




別紙２
富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等事業計画

	申請者
	現住所
（対象住宅へ引越済の場合は前住所）
	〒



	
	フリガナ
	

	
	氏名
	（電話）

	対象住宅
	所在地
	

（共同住宅の場合は住宅名、部屋番号もあわせて記入）

	
	対象区域
	□ まちなか
	□ 公共交通沿線

	
	住宅の種類
	□ 一戸建て住宅
	□ 共同住宅

	
	工事の内容
	□ リフォーム　　　　　　　　
	□ 建替え
	□該当なし

	
	建築年
（リフォームの場合）
	□ 昭和56年6月1日以降に着工した建物
	□昭和56年6月1日以前に着工した建物
（構造耐力上安全であることを示す書類を添付）

	
	構造種別
	□ 木造　　　　□ 鉄骨造　　　　　□（　　　　　　　　）造
※建替えの場合は建替え後の構造を記載

	
	敷地面積
（公共交通沿線で一戸建て住宅の場合）
	㎡≧150㎡　
※住宅指針１－１

	
	床面積
（一戸建て住宅の場合）
※建替えの場合は建替え後の面積を記載
	１階
	２階
	（　　　）階
	合計

	
	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	内訳
	住戸専用部分
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡≧75㎡
※住宅指針１－１

	
	
	車庫・ポーチ・
外部収納等
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	中古住宅の取得に伴う所有権保存登記の申請受付日
	令和　　　年　　　月　　　日　
※所有権保存登記済の場合のみ記入。（登記申請から1年を経過していないこと）

	施行者
	営業所等の名称
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）

	
	許可番号
	建設業の許可　（　　　　　　　　　　）　第　　　　　　　　　号
※施行者は建設業法に基づく建設業の許可を受けていること

	
	所在地
	


	補助対象
工事
	金額（税抜）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	工事箇所
（リフォームの場合）
	


	
	期間
	令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　　年　　　月　　　日

	その他補助制度利用の有無
	□ あり（事業名と該当箇所を記載すること）
	□ なし

	ありの場合
	事業名
	

	
	工事箇所
	
※他の補助事業により補助される工事費は補助対象工事費から除く



様式第３号（第１０条関係）

富山市まちなか・公共交通沿線
中古住宅取得等事業計画変更認定申請書

　　年　　月　　日

（宛先）富山市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　


　富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、　　　年　　月　　日付け富山市指令　　第　　　号をもって認定を受けた事業計画について、次のとおり変更の認定を申請します。

記

１ 変更後の事業計画
　　別添のとおり

２ 変更内容
	変更の内容
	変更前
	変更後

	
	
	


（添付書類）
・変更の内容を示す書類

様式第５号（第１１条関係）

富山市まちなか・公共交通沿線
中古住宅取得等事業計画地位承継承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（宛先）富山市長

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏　名

富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定に基づき、　　　　年　　月　　日付け富山市指令　　第　　　号をもって認定を受けた事業計画の地位について、次のとおり承継の承認を申請します。

１　地位の承継に関する事項
	住宅の所在地
	

	認定事業者の氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	認定事業者の住所
	

	申請者と認定事業者との関係
	

	地位の承継を行う理由
	


　
２　確認事項（以下の内容を確認の上、提出してください）
	内容
	確認欄
（✓を記入）

	１　過去に本補助金の交付を受けていないこと。
２　次に掲げる基準を遵守し、本申請を行うこと。
（１）住宅指針１－１　一戸建て住宅　　※一戸建て住宅のみ
（２）住宅指針１－３　共同住宅（取得する場合）　※共同住宅のみ
３　次のいずれかに該当する者は、本申請を行うことができないこと。
（１）建築基準法、都市計画法、市のまちづくりに関する条例等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者で、その指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者
（２）暴力団員
（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
（４）前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者
４　次のいずれかに該当するときは、市長が事業計画の認定を取り消すことがあること。
（１）偽り、その他不正な手段により、事業計画の認定を受けたとき。
（２）認定を受けた事業計画と異なる事業を行ったとき。
（３）事業計画の認定を受けた日以後において、上記３（１）～（４）に掲げる者になったとき。
（４）事業計画の認定の通知があった日から１年以内に補助金の交付の申請を行わなかったとき。
	



様式第７号（第１２条関係）

富山市まちなか・公共交通沿線
中古住宅取得等事業計画中止（廃止）届

　　年　　月　　日

（宛先）富山市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　



　　　　　年　　月　　日付け富山市指令　　第　　　　号をもって認定を受けた事業計画について、当該事業を中止（廃止）したいので、富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり届け出ます。

記

１ 中止（廃止）の理由


様式第８号（第１４条関係）

富山市まちなか・公共交通沿線
中古住宅取得等支援事業補助金交付申請書

　　年　　月　　日
（宛先）富山市長

　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　

富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金の交付を受けたいので、富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により、次のとおり申請します。


記

１　交付申請額　　　　　金　　　　　　　　　円
　　　内訳　中古住宅取得奨励金　　　　　　　円
　　　　　　改修等補助費　　　　　　　　　　円

２　添付書類　　別紙のとおり

３　振込先
	金融機関
	　　　　　銀行・信用金庫・信用組合
　　　　　農協・その他（　　 　）　　　　　 　店

	預金種目
	普通・当座・（　　　　   　　 ）

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	


※申請者が連名の場合や、申請者口座以外に振込を希望される場合は、下記の委任状も併せて記入してください。本件に係る金額の領収に関する一切の権限を下記のものに委任します。
　受任者　住所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　
別紙３
提出書類一覧及び確認事項

[bookmark: _Hlk201071264]１　交付申請に必要な添付書類（以下の内容を確認の上、提出してください）
	提出書類
	内容
	確認欄
（✓を記入）

	別紙３
	提出書類一覧及び確認事項
	申請者確認欄
	

	別紙４
	申請内訳書
	当該住宅の購入に関する概要
・リフォーム、建替えの場合は完成した計画の概要
	

	別紙５
	誓約書
	３年以上居住を継続し、状況調査を受けること。
	

	添付
書類等
	住宅の登記簿謄本（原本）
	住宅の自己所有又は区分所有を証する書類
・建替えの場合は建替え後の住宅のものも必要
	

	
	所得・課税証明書または非課税証明書（原本）
	申請者及び同居する者の最新年度の所得を証する書類
・満１８歳以上の者全員分
	

	
	市税の納税証明書（原本）
	概ね１か月以内に取得した最新年度のものとし、申請者の税の滞納がないことを証するもの
	

	
	建築基準法の規定よる検査済証の写し又は台帳記載証明書（原本）等
	敷地内の建築物について、建築基準法等の規定に適合し、完了検査を受けたことがわかるもの（認定申請時に提出済みの場合は提出不要）
	

	
	売買契約書の写し
	中古住宅を購入したことがわかるもの
	

	
	工事請負契約書の写し
(リフォーム・建替えの場合のみ)
	契約者名、契約日及び工事内訳がわかるもの
	

	
	支払の証明
(リフォーム・建替えの場合のみ)
	工事および既存建物の除却に要した費用の支払いが確認出来るもの
	

	
	工事写真
(リフォーム・建替えの場合のみ)
	施工が確認できる工事写真（対象工事部分全ての工事前、途中、工事後がわかるもの）
	

	
	構造耐力上安全であることを示す書類（昭和56年5月31日以前に着工した住宅に耐震改修工事を行った場合のみ）
	「富山市木造住宅耐震改修支援事業費補助金確定通知書」の写し（全体耐震改修工事の場合に限る）や耐震基準適合証明書等により耐震化が完了したことがわかるもの
	

	その他市長が必要と認めるもの
	変更に伴う書類（変更認定を必要としない場合）等
	




２　確認事項（以下の内容を確認の上、提出してください）
	
	確認欄
（✓を記入）

	１　過去に本補助金の交付を受けていないこと。
２　次に掲げる基準を遵守すること。
（１）住宅指針１－１　一戸建て住宅　　※一戸建て住宅のみ
（２）住宅指針１－３　共同住宅（取得する場合）　※共同住宅のみ
３　取得した住宅に継続して３年以上居住すること。
４　次のいずれかに該当する者は、本申請を行うことができないこと。
（１）申請時点において、申請者及び同居する者の合計所得月額が４４万５千円を超えている者
（２）市区町村税を滞納している者
（３）建築基準法、都市計画法、市のまちづくりに関する条例等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者で、その指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者
（４）暴力団員
（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
（６）前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適切であると市長が認める者
５　次のいずれかに該当するときは、市長が補助金の交付の決定を取り消すことがあること。また、この場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を行わなければならないこと。
（１）偽り、その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
（２）補助金を他の用途に使用したとき。
（３）補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、法令及びこの要綱に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
（４）その他市長が相当の理由があると認めたとき。
	




参考：住宅・居住環境指針
１ 一戸建て住宅
	内 容
	項 目
	指 針
	区分

	（１）規模
	ア 敷地面積（公共
交通沿線のみ）
	（ア）敷地面積は150㎡以上であること。
	遵守

	
	イ 住戸専用面積
	（ア）住戸専用面積は75㎡以上とすること。
	遵守

	（２）安全性
	ア 耐震基準との適合
	（ア）昭和56年6月1日以降に着工した建物であること。
（イ）昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅である場合は、構造耐震指標（Iw）が1.0以上であること。
（ウ）昭和56年5月31日以前に着工した非木造の住宅については、構造耐震指標（Is）が0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標（q）が1.0以上であること。
	遵守

	
	イ 災害リスクへの対応（公共交通沿線のみ）
	（ア）敷地が富山市立地適正化計画の「居住誘導区域に含めない区域」とされた災害リスクの高い区域を含んでいないこと。やむを得ず当該区域を含んでいる敷地の住宅を購入する場合は、建築基準法上の安全が確保されていること。
	遵守



１－３ 共同住宅（取得する場合）
	内 容
	項 目
	指 針
	区分

	（１）安全性
	ア 耐震基準との適合
	（ア）昭和56年6月1日以降に着工した建物であること。
（イ）昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅である場合は、構造耐震指標（Iw）が1.0以上であること。
（ウ）昭和56年5月31日以前に着工した非木造の住宅については、構造耐震指標（Is）が0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標（q）が1.0以上であること。
	遵守

	
	イ 災害リスクへの対応（公共交通沿線のみ）
	（ア）敷地が富山市立地適正化計画の「居住誘導区域に含めない区域」とされた災害リスクの高い区域を含んでいないこと。やむを得ず当該区域を含んでいる敷地の住宅を購入する場合は、建築基準法上の安全が確保されていること。
	遵守




別紙４
申請内訳書
１　申請者の概要
	フリガナ
	

	氏名
	

	電話番号
	

	申請者および
同居する者
	氏名
	続柄
	生年月日
	年齢
	勤務先・学校等の名称

	
	
	本人
	
	才
	

	
	
	
	
	才
	

	
	
	
	
	才
	

	
	
	
	
	才
	

	
	
	
	
	才
	


２　敷地及び建築物の概要
	地名地番
	富山市

	対象区域
	□ まちなか
	□ 公共交通沿線

	住宅の種類
	□ 一戸建て住宅
	□ 共同住宅

	住宅取得に伴う所有権保存登記の受付日
	令和　　　　年　　　　月　　　　日

	住戸専用面積
（一戸建て住宅の場合のみ）
	㎡
	敷地面積
（公共交通沿線で一戸建て住宅の場合）
	㎡

	工事の内容等
	□ リフォーム
	□ 建替え
	□ 該当なし


３　軽微な変更に関する事項（軽微な変更がある場合のみ）
	変更内容
	変更前
	変更後

	
	
	


【注意事項】
　　軽微な変更がある場合は、変更の内容を示す書類を添付してください。事業計画を変更し、補助対象工事費に該当するリフォームや建替えの工事予定箇所や内容の追加を行う場合は、この交付の申請の前に「富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等事業計画変更認定申請書（様式第３号）」及び変更の内容を示す書類の提出が必要です。


４　補助申請額

（１）中古住宅取得奨励金
	ａ．まちなか　　　一戸建て住宅の場合　1,000,000円
　　　　　　　　　共同住宅の場合　　　　500,000円
ｂ．公共交通沿線　一戸建て住宅の場合　　700,000円
共同住宅の場合　　　　350,000円
（いずれの場合も、子育て世帯に該当する場合は ＋300,000円）
	【ア】


　　　　　　　　　　円

	
	

	（２）中古住宅を取得しリフォームを行った場合
	

	1 リフォーム等の工事費（税抜）
	円

	2  ①のうち補助対象外経費
	円

	3  補助対象経費（①―②） 
	円

	④　③の２分の１の額 　※千円未満切り捨て
	円

	⑤　補助限度額
ａ．まちなか　　1,000,000円（子育て世帯に該当する場合 ＋300,000円）
ｂ．公共交通沿線　700,000円（子育て世帯に該当する場合 ＋300,000円）
	円

	　⑥　④と⑤のうち少ない方の額
	【イ】　　　　　　　　　　　円

	
	

	（３）中古住宅を取得し建替えを行った場合
	

	①　既存建物の除却費（税抜）
	円

	②　①のうち補助対象外経費
	円

	③　補助対象経費（①―②）
	円

	④　③の２分の１の額 　※千円未満切り捨て
	円

	⑤　補助限度額
ａ．まちなか　　1,000,000円（子育て世帯に該当する場合 ＋300,000円）
ｂ．公共交通沿線　700,000円（子育て世帯に該当する場合 ＋300,000円）
	円

	　⑥　④と⑤のうち少ない方の額
	【ウ】
　　　　　　　　　　　円

	
	

	　補助申請額
	【ア】＋【イ】＋【ウ】
円



別紙５


誓約書


　富山市長　様


私は、富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金の交付を申請するにあたり、
次のとおり誓約し、同意します。

記

誓約事項
１．本補助金により取得した住宅を、本補助金の交付を受けた日から３年以内に譲渡し、交換し、貸付に供しません。
２．本補助金により取得した住宅から申請者及びその世帯員の全部が、本補助金の交付を受けた日から３年以内に転出又は転居しません。
３．上記の誓約事項に違反又は事実と相違することがあったときは、市長の指示に従い、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還します。

同意事項
１．市長が住民基本台帳情報や市税の課税・納税状況について調査し、補助金の交付の決定に必要な情報を得ることに同意します。
２．上記の誓約事項が遵守されているか確認するために、市長が住民基本台帳や固定資産税課税台帳に記録されている事項を閲覧することに同意します。





　　　　　年　　　月　　　日


（申請者）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　




様式第１０号（第１６条関係）


富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金
交付申請取下書

　年　　月　　日　

（宛先）富山市長

申請者　住所又は所在地　　　　　　　

氏名又は名称及び代表者氏名　


年　　月　　日付け富山市指令　第　　号で交付決定のありました富山市まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業補助金について、富山市補助金等交付規則第７条第１項の規定により、申請を取り下げます。

記

取下げの理由
　○○○○のため。

